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○小牧市心身障害者扶助料支給条例施行規則  

昭和４６年３月３０日 

規則第７号 

改正 昭和４７年１２月２５日規則第３３号 

昭和５５年３月３１日規則第１９号 

昭和５９年６月２９日規則第１９号 

昭和６１年３月２８日規則第１１号 

平成７年３月３０日規則第１６号 

平成８年９月３０日規則第３１号 

平成１０年３月２７日規則第１０号 

平成１１年３月２６日規則第１１号 

平成１４年３月２９日規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小牧市心身障害者扶助料支給条例（昭和４６年小牧

市条例第１０号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を

定める。 

（居住の基準） 

第２条 条例第３条第１項に規定する「居住」とは、住民基本台帳に記録

され、現に小牧市に住居を有する者でなければならない。 

（公的年金給付） 

第２条の２ 条例第３条第２項に規定する規則で定める公的年金給付は、

次のとおりとする。 

(1) 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく年金たる給

付（同法附則第２８条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を

含む。） 

(2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）に基づく年金たる給付 

(3) 恩給法（大正１２年法律第４８号。他の法律において準用する場合

を含む。）に基づく年金たる給付 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）及び国家公務
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員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和３３年法律第１２９号）

に基づく年金たる給付 

(5) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付 

(6) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）及び地方公

務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和３７年法律第１

５３号）に基づく年金たる給付 

(7) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）に基づく年金

たる給付 

(8) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図る

ための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成１３

年法律第１０１号）附則第１６条及び第３０条から第４６条までの規

定に基づく年金たる給付 

(9) 国会議員互助年金法（昭和３３年法律第７０号）に基づく年金たる

給付 

(10) 執行官法（昭和４１年法律第１１１号）附則第１３条の規定に基づ

く年金たる給付 

(11) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和

２５年法律第２５６号）に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給

する年金たる給付 

(12) 戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律第１２７号）に基づ

く年金たる給付 

(13) 未帰還者留守家族等援護法（昭和２８年法律第１６１号）に基づく

留守家族手当及び特別手当（同法附則第４５項に規定する手当を含む。） 

（扶助料支給申請の手続） 

第３条 条例第５条第１項に規定する小牧市心身障害者扶助料（以下「扶

助料」という。）の支給の申請は、小牧市心身障害者扶助料支給申請書

（様式第１）に、次の各号に掲げる書類等を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 所得状況届（様式第２） 
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(2) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

（認定通知書の交付） 

第４条 市長は、扶助料の支給の認定をし、又は扶助料の支給要件に該当

しないと認めたときは、小牧市心身障害者扶助料支給認定（却下）通知

書（様式第３）を申請者に交付する。 

（扶助料受給者の消滅の届出） 

第５条 扶助料の支給を受けている者（以下「受給者」という。）は、条

例第８条各号（第１号を除く。）の規定に該当するに至つたときは、速

やかに心身障害者扶助料受給権消滅届（様式第４）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 受給者が死亡したときは、その者の死亡当時その者と生計を同じくし

ていた世帯の代表者は、速やかに心身障害者扶助料受給権消滅届を市長

に提出しなければならない。 

（扶助料支給停止に関する通知等） 

第６条 市長は、条例第９条に規定する扶助料の支給を停止する事由が生

じたと認めたとき、又は条例第１０条第３項の規定により扶助料の支給

を停止したときは、心身障害者扶助料支給停止通知書（様式第５）を受

給者に交付する。 

２ 市長は、扶助料の支給を停止する事由が消滅したと認めるときは、心

身障害者扶助料支給停止解除通知書（様式第６）を受給者に交付する。 

（未支給扶助料の請求） 

第７条 条例第１１条の規定により扶助料の支給を受けようとする者は、

受給者の死亡の日から起算して２箇月以内に未支給扶助料支給申請書

（様式第７）を市長に提出しなければならない。 

（氏名等の変更届） 

第８条 受給者がその氏名等を変更したときは、速やかに氏名等変更届（様

式第８）を市長に提出しなければならない。 

（所得状況の届出） 

第９条 受給者は、毎年５月に所得状況届を市長に提出しなければならな
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い。 

附 則 

この規則は、昭和４６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４７年規則第３３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５５年規則第１９号） 

この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年規則第１９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６１年規則第１１号） 

この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年規則第１６号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の小牧市心身障害者扶助料支給条例施

行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市心身障

害者扶助料支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用する

ことができる。 

附 則（平成８年規則第３１号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年規則第１０号） 

１ この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の小牧市心身障害者扶助料支給条例施

行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市心身障

害者扶助料支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用する

ことができる。 

附 則（平成１１年規則第１１号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年規則第９号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 
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様式第１（第３条関係） 

様式第２（第３条、第９条関係） 

様式第３（第４条関係） 

様式第４（第５条関係） 

様式第５（第６条関係） 

様式第６（第６条関係） 

様式第７（第７条関係） 

様式第８（第８条関係） 

 


